
規 則

�愛媛県規則第６号
愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和４５年愛媛県規則第３８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

様式第１号（第３条関係） 加入等申込書 様式第１号（第３条関係） 加入等申込書

省略 省略

省略 省略

他制

度か

らの

転入

者の

記載

欄

従前の制度名
加入

番号

加入期間

（口数追加期間）

他制

度か

らの

転入

者の

記載

欄

従前の制度名

年 月 日から

年 月 日まで

（ 年 月 日から

年 月 日まで）

加入番号

加入期間

（口 数 追 加 期

間）

年 月 日から 年 月

日まで

（ 年 月 日から 年 月 日ま

で）年 月 日から

年 月 日まで

（ 年 月 日から

年 月 日まで）

年 月 日から

年 月 日まで

（ 年 月 日から

年 月 日まで）
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省略 省略

省略

添付書類 １ 加入を申し込む場合

�・� 省略

� 障害証明書（様式第３号）

� 省略

２ 省略

注 省略

様式第３号（第３条、様式第１号関係） 省略

様式第５号（第３条、第１３条関係） 加入等不承認通知書

省略

添付書類 １ 加入を申し込む場合

�・� 省略

� 障害証明書

� 省略

２ 省略

注 省略

様式第３号（第３条 関係） 省略

様式第５号（第３条 関係） 加入等不承認通知書

省略

（理 由）

（教 示）

１ この決定に不服がある場合は、この決定があつたことを

知つた日の翌日から起算して３箇月以内に、愛媛県知事に

対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があつたことを知

つた日の翌日から起算して６箇月以内に、愛媛県を被告と

して（愛媛県知事が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。ただし、１の審査請求をした場合には、

当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６箇月以内に提起することができます。

省略

（理 由）

様式第６号（第４条、第６条、第９条、第１３条、様式第１９号関係）

愛媛県心身障害者扶養共済制度加入証書

（表面） 省略

（裏面）

１～６ 省略

７ 加入者が次に掲げる要件の全てを満たしたときは、それ以

後の掛金（口数追加に係る掛金を除く。）を納める必要はあ

りません。

� ２０年以上継続してこの制度に加入していること。

� ４月１日における年齢が６５歳となり、かつ、同日以後に

おける加入の承認を受けた日の年単位の応当日に達したこ

と。

８ 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例（昭和４５年愛媛県条例

第１９号。以下「条例」という。）の改正により、掛金、年金

等の額が改定されたときは、別段の定めがある場合を除き、

改正後の条例の規定を適用するものとします。

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

様式第６号の２（第４条、第６条、第９条、第１３条、様式第１９号関

係） 愛媛県心身障害者扶養共済制度口数追加証書

（表面） 省略

（裏面）

１～６ 省略

７ 口数追加の承認を受けた加入者が次に掲げる要件の全てを

満たしたときは、それ以後の掛金を納める必要はありませ

ん。

� 口数追加が２０年以上継続していること。

様式第６号（第４条 、第９条 、様式第１９号関係）

愛媛県心身障害者扶養共済制度加入証書

（表面） 省略

（裏面）

１～６ 省略

７ 加入者が２０年以上継続してこの制度に加入し、かつ、６５歳

になつてから最初に到来する加入の承認を受けた日の年単位

の応当日に達したときは、それ以後の掛金を納める必要は、

ありません。

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

様式第６号の２（第４条 、第９条 、様式第１９号関

係） 愛媛県心身障害者扶養共済制度口数追加証書

（表面） 省略

（裏面）

１～６ 省略

７ 口数追加が２０年以上継続し、かつ、加入者が６５歳になつて

から最初に到来する口数追加の承認を受けた日の年単位の応

当日に達したときは、それ以後の掛金を納める必要は、あり

ません。
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� ４月１日における年齢が６５歳となり、かつ、同日以後に

おける口数追加の承認を受けた日の年単位の応当日に達し

たこと。

８ 愛媛県心身障害者扶養共済制度条例（昭和４５年愛媛県条例

第１９号。以下「条例」という。）の改正により、掛金、年金

等の額が改定されたときは、別段の定めがある場合を除き、

改正後の条例の規定を適用するものとします。

９ 省略

１０ 省略

１１ 省略

様式第１２号（第５条関係） 年金（加算額）不支給決定通知書

８ 省略

９ 省略

１０ 省略

様式第１２号（第５条関係） 年金（加算額）不支給決定通知書

省略 省略

理 由 理 由

教 示

１ この決定に不服がある場合は、この決定があつたことを

知つた日の翌日から起算して３箇月以内に、愛媛県知事に

対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があつたことを知

つた日の翌日から起算して６箇月以内に、愛媛県を被告と

して（愛媛県知事が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。ただし、１の審査請求をした場合には、

当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６箇月以内に提起することができます。

様式第１３号（第６条関係） 愛媛県心身障害者扶養共済制度加入証

書・口数追加証書・年金証書再交付申請書

様式第１３号（第６条関係） 愛媛県心身障害者扶養共済制度加入証

書・口数追加証書・年金証書再交付申請書

省略 省略

省略
�
�
�
�

加入者又は年金受給権者��
�
�

氏 名 �
若しくは年金管理者

省略

省略

氏 名 �

省略

省略 省略

証書の交付

を受けた年

月日

年 月 日 証書の交付

を受けた年

月日

年 月 日

年 月 日

注 省略

様式第１４号（第７条、第１３条関係） 年金支給停止決定通知書

注 省略

様式第１４号 年金支給停止決定通知書

省略 省略

省略

おつて、年金支給停止の理由が消滅したときは、速やかに

、その旨を届け出てください。

省略

おつて、年金支給停止の理由が消滅したときは、すみやか

に、その旨を届け出てください。

省略 省略

備 考

１ この決定に不服がある場合は、この決

定があつたことを知つた日の翌日から起

算して３箇月以内に、愛媛県知事に対し

て審査請求をすることができます。
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教 示

２ この決定の取消しの訴えは、この決定

があつたことを知つた日の翌日から起算

して６箇月以内に、愛媛県を被告として

（愛媛県知事が被告の代表者となりま

す。）提起することができます。ただ

し、１の審査請求をした場合には、当該

審査請求に対する裁決の送達を受けた日

の翌日から起算して６箇月以内に提起す

ることができます。

備 考

様式第１８号（第８条、第１３条関係） 弔慰金（加算額）不支給決定

通知書

様式第１８号（第８条 関係） 弔慰金（加算額）不支給決定

通知書

省略 省略

省略 省略

理 由

教 示

１ この決定に不服がある場合は、この決定があつたことを

知つた日の翌日から起算して３箇月以内に、愛媛県知事に

対して審査請求をすることができます。

２ この決定の取消しの訴えは、この決定があつたことを知

つた日の翌日から起算して６箇月以内に、愛媛県を被告と

して（愛媛県知事が被告の代表者となります。）提起する

ことができます。ただし、１の審査請求をした場合には、

当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起

算して６箇月以内に提起することができます。

理 由

様式第２２号（第１０条関係） 年金管理者指定届書 様式第２２号（第１０条関係） 年金管理者指定届書

加 入

番 号 加 入

番 号年金証

書番号

省略

（加入申込者若しくは加入者又は年金受給権者）

省略

（年金管理者）氏 名 �

心身障害者

住 所

氏 名

省略

（加入申込者 又は年金受給権者）

省略

（年金管理者）氏 名 �

住 所

心身障害者

氏 名

注 加入申込者若しくは加入者又は年金受給権者は、記名押印

に代えて署名することができる。

様式第２３号（第１０条関係） 年金管理者変更届書

注 記名押印

に代えて署名することができる。

様式第２３号（第１０条関係） 年金管理者変更届書

加 入

番 号 加 入

番 号年金証

書番号

省略 省略

省略

注 省略

省略

注 省略
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附 則

１ この規則は、平成２９年４月１日から施行する。

２ この規則施行の際現に提出され、又は交付している改正前の愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則様式第１号、様式第６号、

様式第６号の２及び様式第１３号の規定による書類は、それぞれ改正後の愛媛県心身障害者扶養共済制度条例施行規則様式第１号、様式

第６号、様式第６号の２及び様式第１３号の規定による書類とみなす。

�愛媛県規則第７号
愛媛県会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県会計規則の一部を改正する規則

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

様式第３号（第１４条、第１５条、第１８６条、別表第４関係） 調定決

議書兼通知書

様式第３号（第１４条、第１５条、第１８６条、別表第４関係） 調定決

議書兼通知書

省略 省略 省略 省略

省略 省略

摘要

摘要２ 仕訳コード

摘要

省略 省略

注 省略

別紙 省略

様式第２１号（第３９条、第４０条、第４６条、第７３条、第７８条、第１１６

条、第１１９条、第１８６条、別表第１、別表第２、様式第５０号関係）

支出負担行為書

注 省略

別紙 省略

様式第２１号（第３９条、第４０条、第４６条、第７３条 、第１１６

条、第１１９条、第１８６条 、様式第５０号関係）

支出負担行為書

省略 省略 省略 省略

省略 省略

経費の内容

経費の内容２ 仕訳コード
経費の内容

省略 省略

注 省略

別紙 省略

様式第２１号の２（第３９条、第４２条、第４３条、第４６条―第４８条、第７３

条、第７８条、第１１９条、第１８６条、別表第１、別表第２関係） 支

出負担行為書兼決議書

注 省略

別紙 省略

様式第２１号の２（第３９条、第４２条、第４３条、第４６条―第４８条、第７３

条、第７８条、第１１９条、第１８６条、別表第１、別表第２関係） 支

出負担行為書兼決議書

省略 省略 省略 省略

省略 省略

経費の内容

経費の内容２ 仕訳コード
経費の内容

省略 省略

注 省略

様式第２２号（第４２条、第４３条、第４５条―第４８条、第５７条、第７３条、

第８８条、第１１６条、第１１９条、第１８６条、様式第４２号、様式第５０号

関係） 支出決議書

注 省略

様式第２２号（第４２条、第４３条、第４５条―第４８条 、第７３条、

第８８条、第１１６条、第１１９条、第１８６条、様式第４２号、様式第５０号

関係） 支出決議書

省略 省略 省略 省略

省略 省略
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告 示

��������������

�������
�愛媛県告示第３０３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

北宇和郡松野町吉野地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・梁瀬下地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２９年３月２２日から４月１８日まで

３ 縦覧場所

松野町役場本庁

�������
�愛媛県告示第３０４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第２項の規定に基づき、�万高原土木事務所長から次のとおり
公共測量が終了した旨の通知があった。

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（デジタルマッピング）

２ 作業期間 平成２８年４月１８日から

１２月３１日まで

３ 作業地域 �万高原町（旧面河村、旧美川村）

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 改正後の愛媛県会計規則様式第３号及び様式第２１号から様式第２２号までの規定は、この規則の施行の日以後に作成する書類について適

用し、同日前に作成した書類については、なお従前の例による。

�愛媛県告示第３０２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ワールドプラザ 今治市東村甲７４５番
地 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社セブンスタ
ー ほか２４者

株式会社セブンスタ
ー ほか１６者

平成２８年
９月１日
ほか

平成２９年
３月２日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３０５号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

経費の内容

経費の内容２ 仕訳コード
経費の内容

省略 省略

注 省略 注 省略

愛 媛 県 報平成２９年３月２１日 第２８５８号

１７７
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公 告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

教育情報通信ネットワークシステム運用管理業務

� 委託業務名及び数量

教育情報通信ネットワークシステム運用管理業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び要求水準書による。

� 委託期間

平成２９年１０月１日から平成３５年９月３０日まで

� 委託業務の履行場所

要求水準書による。

� 入札方法

ア 入札に記載する入札金額は、月額を記載すること。

なお、詳細については入札説明書を参照すること。

イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の８パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０８分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２９年度、平成３０年度及び平成３１年度の

製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認め

られ、かつ、「特定調達参加希望」の登録をしている業者で、次

の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度のネットワークシステム運用管理業務の実

績を有し、委託業務について、適切かつ迅速に履行し得る体制

が整備されていることを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県教育委員会事務局管理部教育総務課企画調整係

〒７９０―８５７０

平成２９年３月２１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３０６号
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の３第１項の規定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者を指定した。

平成２９年３月２１日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

�愛媛県告示第３０７号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）第４６条第２項の規定により、指定障害福祉サー

ビス事業者から次のとおり指定障害福祉サービス事業を廃止する旨の届出があった。

平成２９年３月２１日

愛媛県南予地方局長 佐 伯 登志男

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２４）第１６０９９号 平成２４年
４月２４日 渡繁窯業㈲ 渡部 正興 今治市菊間町種４６０３ 平成２９年

２月２３日 屋根工事業 建設業の廃止

（般－２４）第８４５８号 平成２４年
１０月１日 ㈲ト部鉄工所 卜部 秀彦 今治市末広町２－１－３ 平成２９年

２月２８日 機械器具設置工事業 建設業の廃止

事業者番号
指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 者

指定障害児通
所支援の種類

指 定 障 害 児 通 所 支 援 事 業 所
指 定
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８５０３００１１６ きくぞのケアパーク株
式会社

愛媛県宇和島市和霊元
町四丁目１番１２号 阿 部 進 放課後等デイ

サービス
なないろの羽 番城ル
ーム

愛媛県宇和島市寄松甲
１５８番地１０

平成２９年
３月１０日

事業者番号
指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者

指定障害福祉
サービスの種類

廃止に係る指定障害福祉サービス事業所
廃 止
年 月 日

氏名又は名称 主たる事務所
の 所 在 地 代表者の氏名 名 称 所 在 地

３８１０３００１７２ 有限会社 ケアーサポ
ートゆずりは

愛媛県宇和島市祝森甲
３０８１番地１ 菊 地 比呂子 同行援護 有限会社 ケア―サポ

ートゆずりは
愛媛県宇和島市祝森甲
３０８１番地１

平成２９年
３月１日

愛 媛 県 報平成２９年３月２１日 第２８５８号
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愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２９９７

� 入札書の受領期限

平成２９年５月１日（月）午前１０時まで

� 入札説明書の交付方法

平成２９年３月２１日（火）から４月４日（火）までの執務時間

中（月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分ま

でをいう。以下同じ。）に�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２９年５月１日（月）午前１０時

愛媛県庁第一別館１０階教育委員室

� 入札書の提出方法

持参又は郵便（書留郵便に限る。）により提出すること。加

入電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は認めな

い。

� 郵便による入札の取扱い

郵便による入札の場合は、入札書は、平成２９年４月２８日（金）

午後５時１５分までに、�に掲げる場所に必着のこと。
４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、競争入札参加資

格審査申請書を知事に提出し、入札参加資格の確認を受ける

こと。競争入札参加資格審査申請書は、持参して提出するこ

ととし、郵便又は電送によるものは、受け付けない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場

合は、これに応じなければならない。

� 受付期間

平成２９年３月２１日（火）から４月４日（火）までの執務

時間中

� 受付場所

３の�に掲げる場所
イ この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に基

づき提案内容を記載した資料を、次の期限までに提出するこ

と。

� 受付期間

ａ 要求水準書への対応状況に係る資料

平成２９年３月２１日（火）から４月１１日（火）までの執

務時間中

ｂ 提案内容に係る資料

平成２９年３月２１日（火）から４月１７日（月）までの執

務時間中

� 受付場所

３の�に掲げる場所
� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者及び入札者に求められる義務を

履行しなかった者の提出した入札書及び提案内容を記載した資

料は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１０の２

第３項に規定する総合評価一般競争入札により落札者を決定す

るものとし、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成さ

れた予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った者の

うち、価格その他の条件が愛媛県にとって最も有利な入札を行

った者を落札者とする。

なお、落札者決定基準の詳細は、入札説明書による。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：

Operational management and web hosting service for

Educational Information and Communication Network System

（Ehime School net），one complete set

� Time limit of tender：１０：００ a．m．，１May２０１７

（tenders submitted by mail：５：１５ p．m．，２８ April２０１７）

� For further information，please contact： Planning and

Coordination Section，Education and General Affairs

Div i s ion， Board o f Educa t ion , Eh ime Pre fec tura l

Government，４―４―２ Ichibancho，Matsuyama，Ehime

７９０―８５７０ Japan

TEL０８９―９１２―２９９７

平成２９年３月２１日 発行
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